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2 調査内容 

2-1 調査準備 

(1)調査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査フロー 

  

・全体計画の立案
・資料の収集整理

水道閉栓データか空家等候補を抽出
（1巡目調査の参考とする）

老朽危険度判定基準の作成

空家等の判定
（1巡目調査）

2巡目調査
老朽危険度判定

建築物の傾斜、基礎、外壁、屋根、工作物等

管理不全居住住宅：
対応が必要

居住無し：Ｄ判定
対応が必要

居住無し：Ｃ、Ｂ判定
対応が必要な可能性あり

居住無し ：Ａ判定
利活用を促進

計画準備

机上調査

現地調査

居住無し
（空家等判定項目より判断する）

居住有り

管理不全居住住宅 管理不全ではない
住宅

家屋課税台帳マスタを用いて所有者特定

アンケート調査

・空家等実態調査票の作成
・GISデータの作成

報告書作成

所有者調査

所有者アンケート調査
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2-2 現地調査内容 

(1)机上調査 

1 巡目調査を実施する前に、空家等候補となりうる建築物の抽出を行った。 

空家等候補は、水道閉栓データをもとに抽出した。 

なお、水道閉栓データからは、水道が 1 年以上使用されていない建築物を空家等候補として

抽出するものとした。 

 

＜水道閉栓データの使用根拠について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

机上調査における、「水道が 1 年以上使用されていない建築物」は、上記における、「空家

等対策特別措置法」で示す、空家等の定義と概ね同様であるため、空家等候補の資料として

活用できるものと判断した。 

 

(2)1 巡目調査 

机上調査により抽出された空家等候補も含み、市全域の建築物を調査するものとし、空家

等のほか、管理不全居住住宅についても調査するものとした。 

調査は、公道からの外観目視調査とし、空家等の判定項目については、以下の点から総合

的に判断するものとした。 

管理不全居住住宅は P8 に示す、「老朽危険度判定基準（詳細）」の（ア）～（オ）のうち、

いずれかが D判定相当となっている住宅のほか、（カ）～（シ）のいずれかに該当する住宅を

管理不全居住住宅として判断するものとした。 

 

■空家等判定項目 

項目 主眼点 

建
築
物 

 出入口  扉の状況、侵入防止の措置、表札がないなど 

 窓・外壁・屋根  破損、雨戸、侵入防止の措置、カーテンがないなど 

 郵便受け  放置郵便物、塞ぎなど 

 電気メーター  通電の有無（メーターから線が抜けているか） 

 ガスメーター  通ガスの有無 

敷
地 

 雑草の繁茂  敷地の管理状況 

 車庫・駐車場  自動車・自転車の放置、ガレージの状況 

そ
の
他 

 空家等の看板  移転のお知らせ、不動産業者等の看板・貼り紙 

 その他  特記すべき事項 

  

〇「空家等対策特別措置法」における「空家等」の定義 

建築物又はこれに付随する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及び

その敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。） 

〇「空家等対策特別措置法」の基本指針 

「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用され

ていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは 1 つの基準となると考えら

れる。 
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(3)2 巡目調査 

1 巡目調査により、空家等及び管理不全居住住宅と判定された建築物について、倒壊の危険

性や防災防犯、景観・環境衛生等に関する詳細調査並びに老朽危険度判定のランク付けを行

った。また、建築物の外観風景や不良箇所をデジタルカメラで撮影した。 

 

■空家等判定項目 

判定項目 選択肢 1 選択肢 2 選択肢 3 選択肢 4 備考 

表札 有 無 確認できない  

「無」は、剥がされて

いたり、テープが貼ら

れたりしているもの 

管理者看板 有 無    

洗濯物 有 無   基本的には無し 

電気メーター 動いている 動いていない 確認できない  
メーター撤去は、「動

いていない」とする 

ガスメーター 動いている 動いていない 確認できない  
メーター撤去は、「動

いていない」とする 

雨戸 
全部閉まって

いる 
一部閉まっている 開いている   

郵便受け 
郵便が溜まっ

ている 
ふさがれている 

郵便が溜まっ

ていない 
確認できない  

雑草等の繁茂 繁茂している 管理されている 草等なし  
庭等がない場合など

は「草等なし」とする 

侵入防止の措置 有 無    

 

■建築物の老朽危険度判定基準 

判定 説明 

Ａ 小規模の修繕により再利用が可能（または修繕がほとんど必要ない） 

Ｂ 
維持管理が行き届いておらず、損傷もみられるが、多少の改修工事によ

り再利用が可能（当面の危険性はない） 

Ｃ 
ただちに倒壊や建築資材の飛散等のおそれはないが、維持管理が行き届

いておらず、損傷・老朽化が著しい 

Ｄ 
倒壊や建築資材の飛散等のおそれがあり、解体等の検討が必要と思われ

る（緊急度が高い） 

 

老朽危険度判定の詳細については、管理不全空家等の状態分類を参考に以下のように分類

し判定を行った。 

（ア）～（オ）については、次頁に示した判定基準によりＡ～Ｄの判定を行った。 

（カ）～（シ）の項目については、該当の有無の判定を行った。 

※判定基準については、国土交通省及び総務省の“「特定空家等に対する措置」に関する適切な

実施を図るために必要な指針（ガイドライン）”を参考に作成した。 

 

 

 

  

■特定空家等の状態（ガイドラインより抜粋） 

Ⅰ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

Ⅱ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

Ⅲ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

Ⅳ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 
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■老朽危険度判定基準（詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ア) 建築物の傾斜(全体)
A 　傾斜は認められない

B 　一部にたわみがみられる

C 　全体的にたわみがみられる

不明 　（コメント： ）

(イ) 基礎の状況
A 　異常は認められない

B 　一部にひび割れが発生している

　不同沈下がある

　基礎・土台の腐朽、破損、変形が目立つ

不明 　（コメント： ）

(ウ) 屋根の状況
A 　異常は認められない

B 　屋根ぶき材料の一部にずれがある（瓦ぶき屋根を除く）

不明 　（コメント： ）

(エ) 外壁の状況
A 　異常は認められない

B

不明 　（コメント： ）

(オ) 工作物及び建築設備等の状況
A 　異常は認められない

B 　看板、給湯設備、屋上水槽、バルコニー、手すり等の支持部分が多少腐食しているもの

C 　看板、給湯設備、屋上水槽、バルコニー、手すり等の支持部分が著しく腐食しているもの

D 　看板、給湯設備、屋上水槽、バルコニー、手すり等で落下の危険性が高いもの

不明 　（コメント： ）

（カ）
Ⅰ

（キ）
Ⅰ

（ク）

（ケ）

（コ）

（サ）

（シ）

　ひび割れが著しい・崩落している

C
　外壁の仕上げ材料の剥落・腐朽・破損により下地の一
部が露出している

　外壁の仕上げ材料の錆びやひび割れが発
生している

　基礎にひび割れが目立つ

　一部にひび割れが発生している

D
　屋根が著しく変形したもの又は穴が開いているもの
　屋根ぶき材料に著しい脱落があるもの
　軒の裏板、たる木等が腐朽している又は著しく脱落しているもの

C
　屋根ぶき材料に多少の脱落があるもの又は軒のたれ下がったもの（たわみ）
　（瓦ぶき屋根においては、瓦にずれが生じているもの）
　軒の裏板、たる木等の一部に脱落があるもの

D
　建築物に著しい傾斜が見られ、倒壊等のおそれがある
  　（建物の傾きが高さに比して概ね1/20を超える）

D
　基礎がない、基礎・土台の腐敗・破損・変形が著しい
　シロアリ被害が著しい

C

木造 非木造 評価

　ひび割れが発生しているが、危険性は認められない 　一部にひび割れが発生している

D
　外壁の仕上げ材料の剥落・腐朽・破損により著しく下地
が露出しているもの
　壁を貫通する穴を生じているもの

門・塀の状況
門、塀にひび割れ、破損が生じているもの、傾斜しているもの（目視で明らかなもの）

擁壁の状況
擁壁のひびが著しいもの

ごみ等の放置の状況

Ⅱ
敷地内のごみで臭気の発生があるもの

多数のネズミやハエが発生し、近隣住民の日常生活に支障があるもの

周辺景観と不調和な状況

Ⅲ
多数の窓ガラスが割れたまま放置されているもの

立木が建築物の全面を覆うほど茂っている

敷地内でごみが散乱、放置（山積みのまま）、投棄されているもの

立木が原因による放置状況

Ⅳ
立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路･家屋等に大量に散らばっているもの

立木が道路等にはみ出し歩行者等の通行を妨げているもの

動物が原因による放置状況

Ⅳ
空家に住みついた動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生しているもの

動物の糞尿その他の汚物が放置されているもの

建築物等の不適切な管理状況

Ⅳ
門扉が施錠されておらず不特定のものが容易に侵入可能なもの

土砂が大量に流出しているもの
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(4)その他の項目について 

その他の調査項目として、現地調査では以下の項目について、それぞれ判定基準により調査

を実施した。 

 

・建物の主用途 

建築物の用途については、以下の表の分類に基づき確認した。 

 

■建物用途分類表 

住
宅
用
地 

戸建住宅 戸建住宅 

集合住宅 
公団・公社・公営住宅、アパート、マンション、独身寮、寄宿舎、家族寮、長屋、

テラスハウス、タウンハウス等 

商
業
用
地 

住商併用建築物 住居併用店舗・住居併用作業所付店舗 

店舗 
専用店舗（住宅を含まないもの）、デパ－ト、スーパーマーケット、小売店舗、卸

売店舗、ガソリンスタンド、飲食店、公衆浴場、サウナ等 

事務所 営業店舗（銀行、証券会社等）、新聞社、放送局、計算センター、医師会館等 

工
業
用
地 

工場 右記の専用工場、専用作業所 工場、作業所、生コン工場、精米工場、

自動車修理工場、洗濯作業を伴うクリ

ーニング店 
住居併用工場 右記の併用工場、作業所併用住宅 

倉庫 

自動車車庫、駐輪場、(ただし事務所・住宅に付属しているものは含まない。)、

パーキングビル、バスターミナル、トラックターミナル、(上屋又は事務所を伴う

もの)、バス・タクシー・トラック車庫、倉庫、屋根付き資材置き場、流通センタ

ー、配送所等 

そ
の
他 

付属屋 主建築物に付属している築物（物置、蔵等） 

その他 上記以外のもの 

 

・建築物の主構造 

建築物の構造については、木造・非木造を目視にて確認した。 

 

・建築物の階数 

建築物の階数については、当該建築物の地上階を目視にて確認した。 

 

・接道状況 

建築物の接道状況（前面道路幅員）について、目視にて確認した。 

 

・駐車場及び庭 

敷地に駐車場・庭が設置されているかを目視にて確認した。 

  



10 

2-3 現地調査方法 

(1)1 巡目調査 

1 巡目調査では、空家等判定項目を参考に居住の有無を判断し、空家等の場合は、携行してい

る地図に記入した。 

また、居住している場合でも、「老朽危険度判定基準（詳細）」の（ア）～（オ）のうち、いず

れかが C判定、D判定相当となっている住宅のほか、（カ）～（シ）のいずれかに該当する住宅

を管理不全居住住宅として地図へ記入した。 

調査期間は下記のとおりである。 

 

調査期間：平成 29 年 9 月 11 日～平成 29 年 9 月 30 日 

 

なお、調査は基本的に徒歩による調査とし、下記の点に注意して調査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現地調査時の注意事項 

 

住民に声をかけられたときの対応方法は下記のように行うものとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・私有地には絶対に入らない（道路からの調査） 

・車、バイク、自転車、歩行者等の通行の妨げにならないようにすること 

・個人所有の自転車、バイク、車の使用禁止 

・調査中に住民、通行人から何か聞かれた場合は、指示したとおり丁寧に説明

すること 

・歩き煙草、ゴミのポイ捨てなどは厳禁 

・調査時は身分証、腕章、緊急連絡表、住宅地図は必ず携帯し、紛失しないよ

う厳重に注意する 

・調査時の体調不良は、すぐに申し出ること 

住民に声をかけられた時は、丁寧に対応すること。 

調査内容等をたずねられた時は、以下のように返答すること。また、返答する際に武蔵野市発行の身分

証や市民への周知用のチラシ等を提示すること。 

住 民：「なにをしているのですか？」「あなたは誰ですか？」 

調査員：「武蔵野市内に存在する建物の状態を確認する調査を行っています。この調査は武蔵野市住宅対

策課が実施しているもので、私たちは、この仕事を武蔵野市から委託されている調査会社の従

業員です。」 

住 民：「調査会社は、なにをする会社ですか？」 

調査員：「航空測量を主としている会社で、自治体からの委託を受けて地図等を作製しています。また、

道路設計や地質調査等も行っている会社で、お客様のほとんどが行政です。」 

住 民：「なんの写真を撮っているのか？」 

調査員：「武蔵野市内に存在する建物の状態を確認するとともに、その建物の管理状態を把握するための

基礎資料として、建物の外観の写真を撮らせていただいております。」 

住民の方が納得されない場合は、「責任者を呼びますので、少々お待ち下さい」と断ってから、現場責任

者に連絡を行うこと。 

■住民対応について 
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調査は地図を用い、調査範囲内の全建物を対象とし外観目視にて、空家等及び管理不全居住

住宅の抽出を行った。 

空家等の判定については、空家等判定項目を確認し、総合的に判断する。住宅地図への入力

方法は、下記の「地図への入力方法」のとおりとした。 

 

■地図への記入方法 

項目 内容 

空家等 赤○ 

管理不全居住住宅 赤▲（塗り） 

対象外 
✓（チェック） 

※無壁舎、カーポート、居住有り、調査対象外建築物など 

調査不可 
×（赤バツ） 

※私道・私有地に入らないと確認できないなど 

滅失 ×（黒バツ） 

地図上にない建築物 
地図上に □ を記入したうえで、空家等の判定を実施 

※新築・分譲中など 

 

※記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地図への記入例 

 

 

  

✓ 

✓ 

✓ 

× 

✓ 
✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 

× 

× 
 

 

 

 

 

 

✓ 

✓ 
 

 ✓ 

▲ 

✓ 
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■現地調査フロー 

※基本的に徒歩での調査とするが、場合によって自動車及び自転車を使用する。 

 

 

  

現地集合（8:30） 

・身分証 

  （市発行、受注者発行） 

・腕章 

・地図 

・筆記用具 

・傘 

・緊急連絡表 

・市民への周知用チラシ 

現地到着 

腕章を着用 

調査（昼休憩 12～13 時の 1時間） 

調査終了 

腕章を外す 

集合（16:00） 

報告 

終了（17:00） 

身分証 

腕章 
 

地図、緊急連絡表等 

服装は作業着
を着用する。 

・安全確認（KY 活動） 

・現地確認 

(行先、移動手段) 

・持ち物確認 

・身分証を着用 
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■一巡目調査状況写真（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■緊急連絡表  

■警察 ■病院 ■消防 

武蔵野警察署 

TEL:0422-55-0110 

中町 2-1-2 

武蔵野赤十字病院 

TEL:0422-32-3111 

境南町 1-26-1 

武蔵野消防署 

TEL:0422-51-0119 

吉祥寺北町 4-6-1 

身分証明書（サンプル） 腕章 

■発注者 

武蔵野市 都市整備部 住宅対策課 

TEL:0422-60-1905 

■現  場 

■受注者：国際航業㈱東日本地域計画 G 

TEL：042-307-7699 

携帯：090-1420-2490（稲垣） 
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(2)2 巡目調査 

2 巡目調査は、1巡目調査で空家等候補及び管理不全居住住宅とした建築物のデータ（位置情

報含む）を専用の現地調査ツールをインストールしたタブレット端末に搭載し、このタブレッ

ト端末を利用して実施した。 

 

調査期間：平成 29 年 10 月 10 日～平成 29 年 10 月 31 日 

 

(3)調査方法 

1 巡目調査で空家等候補及び管理不全居住宅とした建築物を空家等の判定項目に基づき調査

を行い、老朽危険度判定については、「老朽危険度の判定基準（詳細）」を参考に項目ごとに判

定を行った。 

また、その他の主用途、主構造、階数、接道状況、駐車場・庭の状況についても現地で確認を

行った。 

その他、現地では、対象建築物の外観全景写真を撮影するとともに、外部の破損箇所等老朽

状況が明瞭にわかるように撮影を行った。なお、撮影時は近隣住民及び個人が撮影されないよ

う留意した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現地調査の進め方 

  

①タブレット端末に示されている建築物の場所に行き、空家等（居住の有無）の判

定を行い、タブレット端末に入力する。 

・居住なし・管理不全居住住宅の場合 → ②へ進む 

・居住ありの場合 → 調査終了 

②老朽危険度の状況、主用途、主構造、階数、接道状況、駐車場・庭の状況につい

て確認を行い、タブレット端末に入力する。 

③対象建築物の写真撮影を行う。 

・建築物の外観全景写真を撮影する。 

・できる限り外部の破損箇所等老朽状況が明瞭にわかるよう撮影する。 

④調査を終了し、タブレット端末で次の対象建築物を確認し、その場所へ移動する。 

 以下、①～④の繰り返し。 
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■現地調査フロー 

※基本的に徒歩での調査とするが、場合によって自動車及び自転車を使用する。 

 

  

現地集合 

・身分証 

・腕章 

・タブレット端末 

・傘 

・緊急連絡表 

・市民への周知用チラシ 

身分証・腕章を着用 

調査開始（9：00） 

調査（昼休憩 12～13 時の 1時間） 

身分証・腕章を外す 

報告 

終了（17:00） 

身分証 

腕章 
 

タブレット端末、緊急連絡表等 

服装は作業着
を着用する。 

・安全確認（KY 活動） 

・持ち物確認 

・調査準備 

調査終了 
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■二巡目調査状況写真（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現地調査の持ち物 

タブレット端末操作画面 

タブレット端末操作画面 
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2-4 所有者調査 

現地調査で空家等とした建築物については、都市計画基本図データと地番図データを重ね合

わせ、地番図データの属性情報により所有者の確認を行い、さらに家屋課税台帳マスタにより

所有者の特定を行った。 

 

2-5 アンケート調査 

(1)アンケート概要 

本アンケートは、利活用可能な空家等の有効活用を促進していくために、所有者へ現状の維

持･管理や困っていること、さらには今後の予定、利活用への意向等について、郵送によるアン

ケート調査を行った。 

 

(2)アンケート調査期間 

アンケート調査期間は以下のとおりである。 

 

アンケート調査期間：平成 29 年 12 月 26 日～平成 30 年 1 月 23 日 
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(3)アンケート内容 

郵送したアンケート調査票を以下に示す。 
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2-6 空家等実態調査票の作成 

現地調査により、空家等と判断した建物については、現地調査結果、所有者調査結果を以下

のような調査票を作成した。 

 

■空家等実態調査票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆空き家の判定項目

◆所有者情報

◆空家老朽度・管理不全度判定項目

前面道路幅員 道路種別

備考

空家実態調査調査票
ID 調査日

主用途 階数

特定空家
候補の状態

Ⅰそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

Ⅱそのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

Ⅲ適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

Ⅳその他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

主 構 造

空家所在地

（シ）建築物等の不適切な
管理状況

門扉が施錠されておらず不特定のものが容易に侵入可能なもの

土砂が大量に流出しているもの

敷地内のごみで臭気の発生があるもの

多数のネズミやハエが発生し、近隣住民の日常生活に支障があるもの

Ⅲ適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

（ケ）周辺景観と不調和な
状況

多数の窓ガラスが割れたまま放置されているもの

立木等が建築物の全面を覆うほど茂っている

敷地内でごみ等が散乱、放置（山積みのまま）、投棄されているもの

立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路･家屋等に大量に散らばっているもの（コ）立木が原因による放置
状況

動物の糞尿その他の汚物が放置されているもの

（ク）ごみ等の放置の状況

（サ）動物が原因による放
置状況

空き家に住みついた動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生しているもの

Ⅳその他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

接道の有無 庭の有無 駐車場の有無

洗濯物 雨戸 侵入防止の措置

表札 電気メーター

雑草の繁茂

老朽度・
管理不全度

所有者住所

写 真 ２

擁壁のひびが著しいもの

写 真 １

（オ）工作物等の状況

Ⅰそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

（ア）建築物の傾斜(全体)

（イ）基礎の状況

（ウ）屋根の状況

（エ）外壁の状況

立木が道路等にはみ出し歩行者等の通行を妨げているもの

空家判定
空家住所

門、塀にひび割れ、破損が生じているもの、傾斜しているもの（目視で明らかなもの）

（キ）擁壁の状況

所有者氏名

Ⅱそのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

（カ）門・塀の状況

郵便受け

管理者看板 ガスメーター
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◆写真

写 真 ３ 写 真 ４

写 真１２

写 真 ５ 写 真 ６

写 真 ７ 写 真 ８

写 真１３ 写 真１４

写 真 ９ 写 真１０

写 真１１
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2-7 空家等位置図の作成 

現地調査において空家等と判断した建物については、GIS（地理情報システム）データとして

とりまとめた。 

保安上危険の恐れや衛生上問題のある空家等については、管理不全空家等としてとりまとめ、

これらの GIS データをもとに、空家等位置図を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家等立地状況図（例） 

 

 

 

 

  

管理不全空家等 

管理状況にある空家等 


